
 

自動販売機設置事業者募集要項 
自動販売機設置に係る市有財産の貸付け（山形市上下水道部） 

 

 山形市上下水道部では、山形市上下水道施設管理センターに自動販売機を設置する事業者を募

集し、一般競争入札によって決定します。 

 入札への参加を希望される方は、本募集要項のほか仕様書等をよくご覧になり、落札後の辞退

や契約期間中の撤退などがないように十分ご検討のうえ、入札にご参加ください。 

 

１ 入札に付する事項等 

（１）契約の形態 

   自動販売機を設置するための市有財産の賃貸借 

（２）貸付物件 

貸し付ける市有財産 貸付期間 貸付箇所 
種 類 及
び 設 置
台数 

貸付 
面積 

山形市上下水道施設 
管理センター 
山形市南石関 27 番地 

令和 7 年 4 月 1 日から 
令和 12 年 3 月 31 日まで 

1 階ホール 
屋内 

飲料用 
2 台 

1.5 
㎡/台 

 ※1  貸付面積には、転倒防止板、回収ボックス設置部分を含む。 

 ※2  貸付期間の更新はしない。 

（３）貸付条件等 

   別添仕様書による。 

（４）参考データ 

山形市上下水道施設管理センターの概要 令和６年１２月現在 

   ア 勤務者数   約 190 人  

   イ 年間販売本数 約 10,000 本（令和５年度実績・２台合計） 

 

２ 入札参加資格要件 

  次に掲げる要件を全て満たす者に限り参加することができる。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する者に該当しないこと。 

（２）山形市暴力団排除条例（平成２３年市条例第２５号）第２条に規定する暴力団、暴力団員

等その他これらに準ずる者でないこと。 

（３）山形市市税条例（昭和４０年市条例第３７号）第３条に規定する市税及び国税を滞納して

いないこと。 

（４）入札公告の日から過去２年の間に、２回以上にわたって国又は地方公共団体の庁舎等に自



動販売機を設置し、誠実に管理運営を行った実績を有している者であること。 

（５）故障時等の迅速な対応を必要とするため、法人にあっては、山形市内に本店、支店又は営 

  業所等を有し、個人の事業主にあっては、山形市内に住所を有し事業を営んでいること。 

 

３ 入札参加資格確認申請 

  入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書（様式２）及び関係書類を提出し、入

札参加資格の確認を受けなければならない。 

（１）受付期間 

   令和７年２月３日（月）から令和７年２月１８日（火）までの日（山形市の休日を定める

条例第１条に規定する休日を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までの間（ただ

し、正午から午後１時までの間を除く。） 

（２）受付場所 

   山形市南石関２７番地 

   山形市上下水道部総務課管財係 

   電話：０２３－６４５－１１７７ 内線２２５・２２６ 

（３）提出書類 

 提出書類 法人 個人 

１ 入札参加資格確認申請書（様式２） ○ ○ 

２ 身分証明書（市町村発行のもの） × ○ 

３ 登記事項証明書（現在事項証明書） ○ × 

４ 山形市税及び国税の滞納がないことの証明書類 ○ ○ 

５ 誓約書（様式３） ○ ○ 

６ 業務実績書（様式４） ○ ○ 

７ 設置する自動販売機の仕様書又はカタログ（回収ボック

スの仕様・寸法を含む。） 
○ ○ 

８ 委任状（様式５） 注 1 × 

注 1   本社が支店等に権限を委任する場合に必要となります。 

※1   ２、３、４については、発行３か月以内の原本とします。 

※2   山形市の「競争入札参加資格者名簿（物品・業務委託）」に登録されている場合は、     

２～６までの書類の提出を省略できます。 

（４）提出部数 

   １部 

（５）入札参加資格の確認結果 



一般競争入札参加資格の確認結果は、一般競争入札参加資格確認通知書（様式７）により

通知する。 

 

４ 質問及び回答について 

（１）提出方法 

   質問書（様式６）を持参又は電子メールにより提出すること。 

（２）受付期間 

   令和７年２月１８日（火）午後５時１５分到着分まで 

直接持参の場合は、閉庁日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで受け付けます。

ただし、正午から午後１時の間を除きます。 

※ 上記期限以降に提出された質問は、受け付けしませんのでご注意ください。 

（３）質問者への回答 

   質問書を受け付けた日の翌日から起算して３日目までに電子メール等で個別に回答書（様

式６－２）により回答する。 

   また、全ての質問事項及び回答をまとめ、令和７年２月２７日（木）までにホームページ

に掲載する。 

 

５ 入札及び開札に関する事項 

（１）日時 

令和７年３月５日（水）１０時００分から 

（２）場所 

山形市南石関２７番地 

山形市上下水道施設管理センター３階 入札室（３０１会議室） 

（３）入札書の記載方法 

ア 入札書は、指定の入札書（様式９）に必要事項を記載すること。 

イ 入札書には、希望貸付料率（％で小数点第１位まで）を記載すること。 

なお、貸付料率は、市に支払う貸付料を算定するために、売上げ（消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、売上実績額の１１０分の１００に

相当する額）に乗じる割合です。 

（４）入札書の提出方法 

  ア 入札書（様式９）に必要事項を記載・押印すること。 

イ 入札書を封印する封筒（長形３号の定型封筒）の表面に、①「入札件名」（件名は「自動 

  販売機設置に係る市有財産の貸付け（山形市上下水道部）」とする。）、②「入札書」、③「入



札者の氏名（法人の場合は当該法人の所在、名称又は称号及、代表者名）」を記載し、上記

アの入札書を封印すること。 

ウ 一般競争入札参加資格確認通知書（様式７）の写し１部を、入札前に提出すること。 

エ 代理人が入札する場合は、委任状（様式９－２）１部に必要事項を記載・押印し、入札前

に提出すること。 

（５）入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

・入札の参加資格のない者の入札 

・同一の入札について二以上の入札をした者の入札 

・貸付料率を訂正した入札 

・貸付料率及び氏名その他入札に関する要件を確認しがたい入札 

・入札に際して不正の行為があった入札 

・その他入札条件に違反した入札 

（６）再度入札 

予定貸付料率以上の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 

（７）落札者の決定方法 

ア 有効な入札を行った者のうち、入札書に記載された貸付料率が市の定める予定貸付料率

以上で、かつ、最高の貸付料率をもって入札した者を落札者とする。 

イ 落札者となるべき同価の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定める。 

この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて入札事

務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

 

６ 借地借家法に基づく文書による説明 

  契約の前に「定期建物賃貸借契約についての説明」（指定様式）により、借地借家法第３８条

第３項の規定に基づく更新がない旨の説明を行い、説明を受けたことを証するため記名押印の

うえ互いに１部を保有するものとする。 

 

７ 契約に関する事項 

（１）契約書は、１（２）の全物件についてまとめて作成する。 

（２）契約書の取り交わしの時期 

落札決定の日から５日以内に契約を締結するものとする。 

（３）落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が前記２に掲げ

るいずれかの要件を満たさなくなったときは、当該契約を締結しない。 



（４）契約に要する一切の経費等は、落札者の負担とする。 

 

８ その他 

提出された申請書等は返却しません。 

 

９ 問い合わせ先 

  〒990-0836 

  山形市南石関２７番地 

  山形市 上下水道部 総務課 管財係 

  TEL：023－645－1177（内線）225・226 

  FAX：023－645－1922 

  E-mail  jougesui-soumu＠city.yamagata-yamagata.lg.jp 

 


